
がん診療連携拠点病院（高度型）
の基準について

県立広島病院

臨床腫瘍科・緩和ケア科（兼）

篠﨑勝則



患者さん中心のチーム医療

‘06年8月 臨床腫瘍科新設
(外来化学療法室18床)

‘13年6月 臨床腫瘍科病床(25床)を
東6病棟に集約化

‘15年4月 腫瘍センター開設

臨床腫瘍科



臨床腫瘍科
H24年度
（2012）

H25年度
(2013) 

H26年度
(2014) 

H27年度
(2015) 

H28年度
(2016) 

H29年度
(2017) 

H30年度
(2018)

R1年度
(2019)

R2年度
(2020)

延入院患者
（人）

9,779 11,583 11,808 12,165 10,466 10,870 10,264 12,088 12,281

対前年度比
（%）

97.6 118.4 101.9 103.0 86.0 103.9 94.4 117.8 101.6

新規入院患者
（人）

520 574 624 676 703 745 753 869 990

対前年度比
（%）

103 110.3 108.7 108.3 104.0 106.0 101.1 115.4 113.9

延外来患者
（人）

10,223 10,805 10,451 10,195 9,641 9,532 10,014 10,483 10,966

対前年度比
（%）

113 105.7 96.7 97.6 94.6 98.9 105.1 104.7 104.6

初診外来患者
（人）

125 139 145 100 115 92 146 178 125

対前年度比
（%）

126.3 111.2 104.3 69 115 80.0 158.7 121.9 70.2

臨床腫瘍科の診療実績



その他 婦人科 呼吸器 肝胆膵 乳腺 大腸 胃 血液 UC/Crohn 計

2006年度 8 126 199 314 483 435 284 0 1849

2007年度 46 110 537 690 964 1032 587 0 3966

2008年度 76 184 648 556 884 1071 534 0 3953

2009年度 197 174 488 653 842 1153 453 0 3960

2010年度 221 115 473 782 1097 1195 459 183 4525

2011年度 434 127 582 745 1131 1624 623 290 5556

2012年度 515 142 631 1119 1279 1713 535 422 6356

2013年度 856 124 633 1052 1133 1881 920 441 7040

2014年度 703 117 876 1022 1353 1940 829 378 7218

2015年度 879 161 681 791 1391 1978 720 411 7012

2016年度 700 220 718 1012 1273 2055 790 433 7201

2017年度 845 325 911 1058 1288 1920 850 413 7610

2018年度 1045 355 1118 1430 1233 1664 817 55 397 8114

2019年度 879 391 1377 1464 1143 1733 825 181 388 8381

2020年度 1083 509 1649 1592 1319 1562 779 193 368 9054
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外来化学療法実施件数の推移

（年度別）

臨床腫瘍科



広島がんネットhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/iryou-kyotenbyouin.htmlより引用

広島県二次医療圏の状況とがん診療連携拠点病院

人口：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯
数調査」（H31.1.1現在）
面積：国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積」
（R1.10.1現在）

広島県人口 2,838,632人

市立三次中央病院

福山市民病院

福山医療センター

広島市民病院

県立広島病院

広島大学病院

安佐市民病院

JA尾道総合病院

広島赤十字・原爆病院

JA広島総合病院

呉共済病院

呉医療センター

東広島医療センター

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/iryou-kyotenbyouin.html


2018年

がん医療の均てん化を目指し、その整備を進めてきたところである
が、がん医療の更なる充実のために、



健発 0 7 3 1 第１号
平成 3 0 年７月 3 1 日
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
より抜粋

地域拠点病院（高度型）の指定について

診療機能等が高いとは？



がん診療連携拠点病院（高度型）の指定

「医療圏内のがん医療・連携の要」としての機能を期待する

当該医療圏に複数の地域がん診療連携拠点病院がある場合には、

機能や実績に係る競争を促すことで医療水準の向上が期待できる



地域拠点病院（高度型）の指定基準について
国の定める指定要件

1. 診療実績
① 院内がん登録数 年間５００件以上
② 悪性腫瘍の手術件数 年間４００件以上
③ がん薬物療法のべ患者数 年間１０００人以上
④ 放射線療法ののべ患者数 年間２００人以上
⑤ 緩和ケアチームの新規介入患者数 年間５０人以上

上記の診療実績が当該医療圏域で最も優れている医療機関
2. 強度変調放射線療法や核医学治療等の高度な放射線治療を提供できること
3. 都道府県がん診療連携拠点病院の要件としての「緩和ケアセンター」に関する要件を満たしていること
4. 相談支援センターに看護師や社会福祉士、精神保健福祉士等の医療従事者を配置
5. 医療に係る安全体制について第３者による評価を受けているか、外部委員を含めた構成員からなる医療安全に

関する監査を目的とした監査委員会を整備
6. 地域がん診療連携拠点病院の要件で「望ましい」とされる要件を複数満たすこと

広島県の定める選定基準
当該医療圏域で最優の医療実績５項目が１つの医療機関に収れんされない場合は、

➢ 診療実績の各項目の実績数値で、最も優れている医療機関を１点とし、
➢ それ以外の医療機関点数は当該医療機関の実績数値を分子とし優れた医療機関の実績

数値を分母とした数値とする。
➢ それぞれの数値を合計し最も高い点数の医療機関を算出する

競争原理は働かない
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拠点病院

高度型
地域がん診療連携拠点病院

広島医療圏内の３つのがん診療連携拠点病院（都道府県、当院、高度型）
の年次別診療実績

28    29    30     元 2      3
平成 令和

28    29    30     元 2      3
平成 令和

28    29    30     元 2      3
平成 令和

当院
（地域がん診療連携拠点病院）

院内がん登録数 悪性腫瘍手術件数 がん化学療法のべ患者数

報告年



悪性腫瘍の手術とは医科点数表第２章第10部に挙げる悪性腫瘍手術をいう（病理診断
により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。）なを、内視鏡的切除も含む。

K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

K651 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術

K514 肺悪性腫瘍手術
K675 胆嚢悪性腫瘍手術
K677 胆管悪性腫瘍手術
K677-2 肝門部胆管悪性腫瘍手術

◆悪性腫瘍手術で選ぶ場合には選択されない可能性K657 胃全摘術

K726 人工肛門造設術
K724 腸吻合術
K637-2 経皮的腹腔膿瘍ドレナー

◆姑息的手術はどうするか？

◆外科以外の診療科で実施

イ 悪性腫瘍の手術件数 年間400件以上
[令和2（2020）年1月～12月31日]

→定義が明確ではない
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R3から
悪性腫瘍の手術に
症状緩和としての姑息的手術
を含めた
・人工肛門造設術
・バイパス手術 など

院内がん登録数 悪性腫瘍手術件数 がん化学療法のべ患者数

報告年



ウ がんに係る化学療法のべ患者数 年間1,000人以上

平成31（令和元）2019年度の調査

2014年 【総合入院体制加算１ １日につき240点】

→安全、安楽、効果的な化学療法が提供されれば、
レジメン変更が最小に抑えられるためにのべ患者数が低
くなる。これでがん薬物療法の質が評価できるのか？



中医協 総ー３
２７．１２．１６

個別事項

なぜレジメン実施延べ件数ではないのか？

12/28→→1/4

年間の定義は？
１レジメンが越年する場合は？

→安全、安楽、効果的な化学療法
が提供されれば、レジメン変更が
最小に抑えられる。
レジメン件数＝がん薬物療法の質



２ 診療実績
（１）①または②を概ね満たすこと。
① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア院内がん登録数（入院、外来は問わない自施設初回治療分）年間５００件以上
イ悪性腫瘍の手術件数年間４００件以上
ウがんに係る化学療法のべ患者数年間１０００人以上
エ放射線治療のべ患者数年間２００人以上

② 当該２次医療圏に居住するがん患者のうち、２割程度について診療実績があること。

2014年

なお、単一医療圏に複数の地域拠点病院を指定
する場合は、①の項目を全て満たすこと

平成30（2018）年で追記

ウ がんに係る化学療法のべ患者数 年間1,000人以上



平成26（2016）年

ア 人工心肺を用いた手術40件／年以上
イ 悪性腫瘍手術400件／年以上
ウ 腹腔鏡下手術100件／年以上
エ 放射線治療（体外照射法）4000件／年以上
オ 化学療法1000件／年以上
カ 分娩件数100件／年以上

平成24（2014）年

ア 人工心肺を用いた手術40件／年以上
イ 悪性腫瘍手術400件／年以上
ウ 腹腔鏡下手術100件／年以上
エ 放射線治療（体外照射法）4000件／年以上
オ 化学療法4000件／年以上
カ 分娩件数100件／年以上

総合入院診療加算の変遷

・手術中の使用薬
・退院時に処方されたもの
・抗生剤のみ
・ＧＣＳＦ製剤、鎮吐剤等の副作用薬剤のみ
・内服薬のみ

は含まない。

厚生局より、毎月件数を
カウントするように指導
あり、担当者は新規件数
をカウントしている



平成31（令和元）2019年度の調査

がんに係る薬物療法とは、経口または静注による全身投与を対象とする。

ただし内分泌療法は含めない。

なお、患者数については１レジメンあたりを１人として計上する。

ウ がんに係る化学療法のべ患者数 年間1,000人以上

総合入院診療加算の届け出の件数と拠点病院指定のための調査での届け出件数は同じか？
皮下注を除くのは妥当か？
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報告年
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地域拠点病院（高度型）の指定について

件数の不確かさ

①緩和手術、K611持続注入用植込型カテーテル設置等は悪性腫瘍の手術件
数に含めるかどうか？

②がん薬物療法のべ患者数では１レジメンを１人と計算

• １レジメンのカウント法は施設毎に異なる可能性あり。

• 異なるレジメン管理番号が同一レジメンかどうか確認されているか？

初回HER(8)→２回目以降HER(6）

初回Bev 90分→２回目Bev 60分→３回目以降Bev ３０分

③緩和ケアチーム新規介入患者数と緩和ケア診療加算件数とは異なる



現況報告についての見直し（提案）

令和２年度診療報酬改定において、緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価として
加算の見直しが行われた。

入院
• がんゲノム拠点病院加算 250点
• 緩和ケア診療加算（１日） 390点
• （がん診療連携拠点病院加算 500点）

外来
• 外来緩和ケア管理料 290点
• がん性疼痛緩和指導管理料 200点
• 外来化学療法加算１/２ 600/470点
• 連携充実加算 150点
• がん患者における外来栄養食事指導料 初回 260点

２回目以降 ・対面 200点
・情報通信機器を用いた場合 180点

こうした加算が算定できているかどうか？できる施設かどうか？また算
定件数を調査することは意義があるのではないか？



がん医療とは？





がん医療



がん対策推進基本計画中間評価報告（案）

がん対策推進協議会としてさらに推進が必要と考える事項

２．患者本位のがん医療の充実
（１）がんゲノム医療

がんゲノム医療の診療提供体制の整備に
ついて一定の評価はできるが、今後対象
が拡大していく可能性もある中で、引き
続き、関係する医療従事者の必要数を踏
まえた人材育成や、ゲノム医療に関する
情報提供及び普及啓発について、一層の
取組が必要である。また、「全ゲノム解
析等実行計画」の着実な推進も必要であ
る。

第 77 回がん対策推進協議会（令和３年 12 月３日）資料１より抜粋



がん対策推進基本計画中間評価報告（案）

がん対策推進協議会としてさらに推進が必要と考える事項
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法の充実
②各治療法について
薬物療法について
患者の病態に応じた適切な薬物療法を提供するため、専門的な医師や薬剤師、看護師、がん相談支援セン
ターの相談員等の人材育成、適正配置に努め、それらの専門職等が連携し、患者に適切な説明を行うための
体制整備が進められているところであり、また学会等の取組による、専門人材の増加も進めているところで
あるが、更なる充実に向けた取組の工夫が必要である。

（４）がんのリハビリテーション
拠点病院等の整備指針に明記されておらず、
施設ごとのリハビリテーション提供体制に差異がある状況である。

（６）希少がん、難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策）
希少がん対策について、取組の成果が見られている部分もあるが、患者への情報提供や医療機関の連携につ
いて、より一層の推進が必要である。
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がん診療連携拠点病院（高度型）に求められるもの

⚫ がんゲノム医療：人材育成、情報提要や普及啓発、がんゲノム医療拠点病院

⚫ がん薬物療法：患者の病態に応じた適切な薬物療法を提供するため、専門的な
医師や薬剤師、看護師、がん相談支援センターの相談員等の人材育成、適正配
置に努めると共に、また専門人材の更なる充実に向けた取組の工夫が必要。

⚫ 希少がん：集約化

⚫ がんリハビリテーション

⚫ 妊孕性温存：普及啓蒙に取り組む必要性

腫瘍内科医（がん薬物療法専門医）が
拠点病院で機能していれば、解決が期待できる
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⚫ がんゲノム医療：人材育成、情報提要や普及啓発、がんゲノム医療拠点病院

⚫ がん薬物療法：患者の病態に応じた適切な薬物療法を提供するため、専門的な
医師や薬剤師、看護師、がん相談支援センターの相談員等の人材育成、適正配
置に努めると共に、また専門人材の更なる充実に向けた取組の工夫が必要。

⚫ 希少がん：集約化

⚫ がんリハビリテーション

⚫ 妊孕性温存：普及啓蒙に取り組む必要性

令和３年４月１日から
「広島県小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」開始

広島がん・生殖医療ネットワーク(Hiroshima Onco-Fertility Network、略してHOFNET)

代表世話人 県立広島病院 生殖医療科 主任部長 原 鐵晃
代表幹事 広島大学病院 血液内科 診療科長/教授 一戸 辰夫
事務局 県立広島病院 生殖医療科 植田 彩

腫瘍内科医（がん薬物療法専門医）が
拠点病院で機能していれば、解決が期待できる



がん診療連携拠点病院（高度型）の指標

⚫ がんゲノム医療 → CGP検査出典件数（or エキスパートパネル参加件数）と
実装状況（遺伝子カウンセリング実施件数）

⚫ がん薬物療法 → がん薬物療法専門医数、臓器横断的な薬物療法を提供する
診療科の有無と腫瘍カバー率

⚫ 希少がん → 患者実数と薬物療法実施件数

⚫ がんリハビリテーション → がん診療提供体制の在り方に関する検討会での
議論を踏まえる



まとめ
• 総合入院診療加算のための届出と拠点病院指定のための調査では、指標
の定義について統一すべきである。

• 施設や地域の立場によって、提供する医療サービスも異なる。

• 高度型の選出では、単なる診療実績のみではなく、都道府県がん診療連
携拠点病院と協働してがん対策推進基本計画の推進が期待できる施設を
当該自治体の判断にて選出するのが望ましいかもしれない。

• 腫瘍内科医が病院に配置され機能することで、ゲノム医療、希少がん、
高齢者のがん、チーム医療、支持療法などのがん対策推進基本計画をさ
らに推し進めることが期待できる。

• 厚生労働省や文部科学省、日本専門医機構、学会、病院が「腫瘍内科医
の育成と配置」に尽力されることに期待を寄せたい。

ご清聴ありがとうございました・・・


